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土地又は工作物の存在及び供用

景観

■道路の存在（ 予測地点： 景観の眺望点●、 景観資源 、 ● ● ●、 、 、 ）

対象道路周辺には、 主要な眺望点と し て「 海峡ゆめタ ワー（ 展望室）」、「 老の山公園」、「 荒田埠頭」、「 彦島南公園」、「 手向山公園」、

「 小文字山」、「 中央公園（ 金比羅山）」 の 7 地点、 身近な眺望点と し て「 ひこ っと らんどマリ ンビーチ」、「 福浦金刀比羅宮（ 入口、

参道中腹）」、「 延命寺臨海公園」、「 日明・ 海峡釣り 公園」 の ４地点が分布し ています。 また、 各眺望点からは、 北九州国定公園、

関門海峡、 老の山、 彦島福浦町金比羅神社社叢、 彦島の丘陵地樹林の景観資源が眺望できます。

予測結果は、 下表のと おり です。

〈 主要な眺望点： 老の山公園〉

〈 身近な眺望点： ひこ っと らんどマリ ンビーチ〉

〈 主要な眺望点： 小文字山〉

予測地点
予測結果

眺望点の改変 景観資源の改変 主要な眺望景観・ 身近な自然景観の変化

眺望点・ 景観資源
眺望点の直接改変はないと

予測さ れます。

景観資源である関門海峡、 老の山、 彦島の丘陵地樹林
の一部を改変し ますが、 大部分が残さ れるため、 景観

資源の価値を損なう ものではないと 予測さ れます。

眺望景観に変化が生じ ますが、 構造物（ 橋梁等） 及び道路付
属物のデザイ ン、 色彩の検討、 法面等の緑化を行う こ と によ

り 、 眺望景観の変化による影響は低減さ れると 予測さ れます。

現在の風景 

現在の風景 

将来の風景 

対象道路 

将来の風景 

対象道路 

現在の風景 

将来の風景 
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〈 主要な眺望点： 荒田埠頭〉

〈 身近な眺望点： 日明・ 海峡釣り 公園〉

「 構造物（ 橋梁等） 及び道路付属物のデザイン、 色彩の検討」、「 法面等の緑化」 の措置を行います。

環境保全措置

現在の風景 将来の風景 

現在の風景 将来の風景 

現在の風景 

将来の風景 

〈 身近な眺望点： 福浦金刀比羅宮入口〉

解 説 主要な眺望点▶ 　 不特定かつ多数のも のが利用している景観資源を眺望する場所を示し ます。
身近な眺望点▶ 　  地域の人々が日常的に利用し ている場所や地域の人々に古く から親し まれてきた身の回り の「 身近な自然景観」 を眺望する

場所を示します。
景観資源▶ 　 景観と して認識さ れる自然的構成要素とし て位置づけら れるものを示します。
主要な眺望景観▶ 　 主要な眺望点から 景観資源を眺望する場合の眺望される景観を示し ます。
身近な自然景観▶ 　 身近な眺望点から 景観資源を眺望する場合の眺望される景観を示し ます。

21



18

土地又は工作物の存在及び供用

人と 自然と の触れ合いの活動の場

■道路の存在（ 予測地点： 人と 自然と の触れ合いの活動の場 ）

対象道路周辺には、 主要な人と自然と の触れ合いの活動の場と し て「 老の山公園」、「 ひこっと らんどマリ ンビーチ」、「 荒田埠頭」、

「 日明・ 海峡釣り 公園」 の ４地点が分布し ています。

予測結果は、 下表のと おり です。

「 駐車場の代替地への移設（ 日明・ 海峡釣り 公園駐車場）」、「 構造物（ 橋梁等） 及び道路付属物のデザイン、 色彩の検討」、「 法

面等の緑化」 の措置を行います。

環境保全措置

「 事業内利用（ 建設発生土）」、「 工事間流用の促進（ 建設発生土）」、「 脱水処理による減量化（ 建設汚泥）」、「 再資源化施設へ

の搬入等による他事業等での利用（ 建設汚泥、 コ ンクリ ート 塊、 アスフ ァ ルト ・ コ ンクリ ート 塊、 建設発生木材）」 の措置を

行います。

環境保全措置

予測地点

予測結果

場の改変
利用性の変化

快適性の変化
利用性の変化 到達時間・ 距離の変化

老の山公園

一部改変し ますが、 大部分が残さ

れるため、 主要な人と 自然と の触
れ合いの活動の場と それを取り 巻

く 自然環境は保全さ れると 予測さ

れます。

主な利用の場を改変し ないため、
利用性の変化はほと んど生じ ない

と 予測さ れます。

到達経路の分断は生じ ないため、

到達時間・ 距離の変化による影響

は生じ ないと 予測さ れます。

対象道路が視認さ れるため、 快適

性の変化が生じ ますが、構造物（ 橋

梁等） 及び道路付属物のデザイン、
色彩の検討、 法面等の緑化を行う

こと により 、 快適性の変化は低減

さ れると 予測さ れます。

ひこ っ と ら んど

マリ ンビーチ

荒田埠頭

日明・ 海峡

釣り 公園

到達経路の分断は生じ ませんが、

駐車場が改変さ れるため、 到達時

間が変化する可能性があり ます。

工事の実施

廃棄物等

事業の実施により 、 建設副産物と し て建設発生土、 建設汚泥、 コ ンクリ ート 塊、 アスファ ルト ・ コ ンクリ ート 塊及び建設発生木

材が発生すると 予測さ れますが、 法規制等に基づき、 再利用（ 事業内利用、 工事間流用、 再資源化による他事業等の利用）を行う こ

と により、 発生量が抑制さ れると 予測さ れます。 なお、 処理・ 処分する場合は、 法規制等に基づき適切に行います。

環境影響の総合的な評価

本対象事業におい て は、 対象道路の位置及び基本構造の検討段階から 環境保全に配慮し て おり 、 事業者が実行可能

な 範囲内で 環境保全措置を 講じ る こ と によ り 、 対象道路が周辺の環境に及ぼす影響につい て で き る 限り 回避又は低減

が図ら れて いま す。

ま た、 動物及び生態系について は、 予測の不確実性の程度が大き い 、 ま たは環境保全措置の内容を よ り 詳細な も の

にする必要がある 場合等において 、 適切に事後調査を実施する こ と と し て います。

こ のこ と から 、 対象道路に係る 環境の保全について 適正な 配慮がなさ れて いる と 評価し ま す。

今後の詳細な 計画検討にあたっ て は、 環境影響評価の結果に基づき 環境保全に十分配慮し て 行う と と も に 、 事業実

施段階及び供用後において 、 周辺の交通ネッ ト ワーク に関する 交通量及び生活環境の状況変化、 自然環境の状況変化、

規制区域及び環境基準の変更等につい て 、 関係機関と 協力し 、 必要に応じ て 適切に 把握する と と も に 、 専門家の意見

を 踏まえ て 、 必要な 措置を 検討し ま す。

本環境影響評価で は、 環境に及ぼす影響を 予測し 、 必要に応じ て環境保全措置を 講じ る こ と と し て いま すが 、 現段

階で 予測し 得な かっ た著し い影響が見ら れた場合には、環境に及ぼす影響について調査し 、専門家等の意見を 踏ま え て 、

関係機関と 連携を 図り 、 最新の技術指針等を 踏ま え て必要な 措置を 講じ ま す。

〈 老の山公園〉 〈 ひこ っ と ら んどマリ ンビーチ〉 〈 荒田埠頭〉 〈 日明・ 海峡釣り 公園〉
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４ ． 今後の流れ４ ． 今後の流れ

準備書に対する 意見を 踏ま え て検討し 、
必要に応じ 準備書の内容を見直し て作成
し ます。

評価書

環境影響評価の手続き
環境影響評価の結果の確定までの流れ

環境影響評価の結果につ

いて 環境保全の見地から

の意見を 求める ために公

告・ 縦覧し 、 準備書の記

載事項を 周知さ せる ため

の説明会を 実施し ま す。

準備書に つい て 、環境保

全の見地から 意見のある

人は意見書の提出によ り

述べる こ と がで き ま す。

知　 事意見 市町村長意見

免許等を行う者 等意見 環境大臣意見

地域の皆様等※
意見

準備書の作成

意見の概要及び見解の送付

評価書の作成

評価書の補正

環境影響評価の結果の確定

公告・ 縦覧（ １ ヶ 月）

公告・ 縦覧
（ １ ヶ 月）

準備書説明会の開催

事業の位置・ 規模等の検討段階で、 環境
保全のために適正な 配慮を し な ければな
ら な い事項について 検討を 行い、 その結
果をまと めた図書です。

配慮書 H 2 .1 2 公表

どのよ う な項目について、 ど のよ う な 方
法で調査・ 予測・ 評価を し て いく のかを
示し ます。

方法書 H 4 .4 公告

調査・ 予測・ 評価・ 環境保全対策の検
討結果を 示し 、 環境の保全に関する考
え方をと り まと めます。

現在は
この段階です

準備書 R 6 .1 0 公告

※： 地域の皆様等の意見の提出期間

は、 公告日～縦覧期間満了日の翌

日から起算して 2 週間を経過する

までの間と されています。

［ P2 0 参照］

都市計画の手続き

事業着手

都市計画の決定
告示・ 縦覧

事業着手後の標準的な流れ

環境影響評価の流れ

今後は、 地域の皆様や地方公共団体よ り いただい た意見を 踏ま え 、 準備書の記載内容に検討を 加え 、 必要に応じ て

準備書の内容を 見直し た上で 環境影響評価書を 作成し ま す。

作成さ れた評価書は、 事業の免許等を 行う 者等と 環境大臣に送付さ れま す。 環境大臣は必要に応じ て 事業の免許等

を 行う 者等に意見を 述べ、 事業の免許等を 行う 者等はその意見を 踏ま え て 意見を 述べま す。
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縦覧について

■縦覧場所

山口県　 土木建築部　 都市計画課、 下関土木建築事務所

北九州市　 都市戦略局　 計画部　 都市交通政策課、 小倉北区役所　 総務企画課

福岡県　 県土整備部　 道路建設課

下関市　 都市整備部　 都市計画課、 環境部　 環境政策課

国土交通省　 中国地方整備局　 道路計画課

国土交通省　 九州地方整備局　 道路計画第一課

■縦覧期間

令和 6 年10月 1 日（ 火）～令和 6 年11月 1 日（ 金） ９時30分～17時00分

（ 土曜日、 日曜日、 国民の祝日に関する法律第 3 条に規定する休日を 除く ）

■イ ンタ ーネッ ト による公表

山口県　 　 　 https://w w w .p ref.yam ag uch i.lg .jp /sosh iki/130/268364.h tm l

北九州市　 　 https://w w w .city.kitakyushu .lg .jp /conten ts/08000078.h tm l

※ホームページ 上で は、 期間中の土日祝日を 含み、 終日閲覧が可能で す。

意見書について

■意見書の提出期限

令和 6 年11月15日（ 金）ま で（ 郵送の場合は当日消印有効）

■意見書の提出先及び提出方法

○山口県　 　 〒753-8501 山口県山口市滝町 1 番 1 号

山口県　 土木建築部　 都市計画課　 ま ち づく り 推進班

　 ※郵送又は持参による 書面で 提出する こ と ができ ま す。

　 ※意見書は任意様式で すが、 W ebサイ ト に参考様式を掲載し て いま す。

　 　（ http s://w w w .p ref.yam ag uch i.lg .jp /sosh iki/130/268364.h tm l）

○北九州市　 〒803-8501　 北九州市小倉北区城内 1 番 1 号

北九州市　 都市戦略局　 計画部　 都市交通政策課

FAX　 　 　 　 0９3-582-2503

電子メ ール　 tosh i-koutsuu@ city.kitakyushu .lg .jp

　 ※郵送、 FAX又は持参によ る 書面、 も し く は電子メ ールで提出するこ と がで き ま す。

　 ※意見書は任意様式で すが、 縦覧場所及びw ebサイ ト に参考様式を 用意し て いま す。

　 　（ http s://w w w .city.kitakyushu .lg .jp /con tents/08000078.h tm l）

■意見書の記載事項（ 以下のア～ウは必ず記載し てく ださ い）

　 　 ア　 意見書を 提出し よ う と する 者の氏名及び住所

　 　 　 　 　（ 法人その他の団体にあっ て は、 その名称、 代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

　 　 イ 　 意見書の提出の対象で ある 環境影響評価準備書の名称

　 　 　 　 　（「 下関北九州道路　 環境影響評価準備書」 と 記載する も のと し ま す。）

　 　 ウ　 環境影響評価準備書について の環境の保全の見地から の意見

　 　 　 　 　（ 日本語によ り 、 意見の理由を 含めて 記載する も のと し ま す。）

５ ． 縦覧等５ ． 縦覧等

問い合わせ先

山口県　 土木建築部　 都市計画課　 ま ち づく り 推進班

〒753-8501　 山口県山口市滝町 1 番 1 号
TEL　 　 　 　 083-９33-3733
電子メ ール　 a18400@ p ref.yam ag uch i.lg .jp

北九州市　 都市戦略局　 計画部　 都市交通政策課

〒803-8501　 北九州市小倉北区城内 1 番 1 号
TEL　 　 　 　 0９3-582-2518
電子メ ール　 toshi-kou tsuu@ city.kitakyusyu .lg .jp

山口県

山口県

北九州市

北九州市

24

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/130/268364.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/08000078.html
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/130/268364.html
mailto:toshi-koutsuu@city.kitakyushu.lg.jp
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/08000078.html
mailto:a18400@pref.yamaguchi.lg.jp
mailto:toshi-koutsuu@city.kitakyusyu.lg.jp

